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告   示 

奈良市告示第 47号 

 奈良市営住宅等定期募集の入居者を次のとおり募集する。 

 令和 7年2月3日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 募集戸数 

 別紙のとおり 

2 申込手続 

(1) 入居申込書配布期間及び配布場所 

令和 7年 2月 3日（月）から令和 7年 2月 17日（月）までの間、住宅課・各出張所・行政センター・市民サー

ビスセンターで配布 

(2) 入居申込受付期間 

令和7年2月3日（月）から令和 7年2月17日（月）17時まで 

(3) 申込方法 

ア 入居申込書に必要事項を記入し、郵送（必着）若しくは住宅課窓口へ持参又は住宅課ホームページからの申

込み 

イ 申込みは1世帯1通に限る。1世帯が2通以上又は重複若しくは随時募集と同時に申込みをした場合は無効

となる。 

(4) 申込資格 

ア  市営住宅 一般向 (ｱ)から(ｵ)までの全ての条件に該当する者が申し込むことができる。 

(ｱ) 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、

募集の翌月から3箇月以内に婚姻する予定の者又は配偶者に準ずる者として市長が認める者を含む。以下同

じ。）があること。単身者の申込みは、次の aから jまでのいずれかに該当する者に限り可能であるが、住

宅が限られる。 

なお、世帯を不自然に分割しての申込みや、入居の申込みをする者以外の者に扶養されている者が同居す

る申込みはできない。 

ａ 60歳以上の者 

ｂ 身体障がいのある者（障がいの程度が、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第 15号）別表

第5号の1級から4級まで） 

ｃ 精神障がいのある者（障がいの程度が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和 25 年

政令第155号）第6条第 3項に規定する1級から3級まで） 

ｄ 知的障がいのある者（障がいの程度が cに相当） 

ｅ 戦傷病者で、その障がいの程度が、恩給法（大正 12年法律第48号）に規定する特別項症から第 6項症

まで又は第1款症の者 

ｆ 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者 

ｇ 生活保護を受けている者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援を受けている者 

ｈ 海外からの引揚者で引き揚げた日から 5年を経過していない者 

ｉ ハンセン病療養所入所者等 

ｊ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13年法律第31号）の規定による一時

保護、女性自立支援施設における保護、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）の規定による母子生活支

援施設における保護が終了した日から起算して 5年を経過していない者、裁判所がした命令の申立てを行

った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者、女性相談支援センター等

による配偶者からの暴力の保護に関する証明書（配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携して

DV 被害者支援を行っている民間支援団体等が発行した配偶者からの暴力の被害を受けている旨を証明す

る書類を含む。）が発行されている者 

(ｲ) 奈良市営住宅条例（昭和 61 年奈良市条例第 14号）に定められた収入基準（基準月収額）以下であるこ
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と。 

(ｳ) 奈良市内に住所又は勤務場所を有する者で、かつ、住宅に困窮していること。 

(ｴ) 奈良市内の市営住宅等に以前入居又は同居していた者は、家賃等の滞納及び家賃相当損害金等が未納でな

いこと、また、不正の行為による入居等、公営住宅法（昭和 26年法律第 193号）や奈良市営住宅条例等に

違反したことがないこと。 

(ｵ) 現在、市営住宅等に入居又は同居していないこと。ただし、家賃等の滞納がなく、同居している者が婚姻

のため、新たに市営住宅等に入居を希望する場合は除く。（住宅課に届出なく市営住宅等に居住している場

合は、上記(ｴ)の不正の行為に該当する。） 

イ コミュニティ住宅 一般向 (ｱ)から(ｳ)までの全ての条件に該当する者が申し込むことができる。 

(ｱ) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。 

なお、世帯を不自然に分割しての申込みや、入居の申込みをする者以外の者に扶養されている者が同居す

る申込みはできない。 

   (ｲ) 奈良市コミュニティ住宅条例（平成 4年奈良市条例第 15号）に定められた収入基準（基準月収額）以下

であること。 

(ｳ) ア(ｳ)から(ｵ)までの条件を満たすこと。 

ウ 市営住宅 子育て世帯向 (ｱ)及び(ｲ)の条件に該当する者が申し込むことができる。 

(ｱ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就学の始期に達するまでの者があること。 

なお、世帯を不自然に分割しての申込みや、入居の申込みをする者以外の者に扶養されている者が同居す

る申込みはできない。 

(ｲ) ア(ｲ)から(ｵ)までの条件を満たすこと。 

エ コミュニティ住宅 子育て世帯向 (ｱ)から(ｳ)までの全ての条件に該当する者が申し込むことができる。 

(ｱ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就学の始期に達するまでの者があること。 

なお、世帯を不自然に分割しての申込みや、入居の申込みをする者以外の者に扶養されている者が同居す

る申込みはできない。 

   (ｲ) 奈良市コミュニティ住宅条例に定められた収入基準（基準月収額）以下であること。 

(ｳ) ア(ｳ)から(ｵ)までの条件を満たすこと。 

オ 市営住宅 多子世帯向 (ｱ)及び(ｲ)の条件に該当する者が申し込むことができる。 

(ｱ) 18歳未満の児童が3人以上いる世帯に属する者であること。 

なお、世帯を不自然に分割しての申込みや、入居の申込みをする者以外の者に扶養されている者が同居す

る申込みはできない。 

(ｲ) ア(ｲ)から(ｵ)までの条件を満たすこと。 

3 公開抽選と入居決定 

(1) 抽選は公開で、別紙の日程で行う。 

(2) 入居申込書の受付番号をもって抽選番号とする。 

(3) 抽選により入居予定者及び補欠入居予定者を選考する。 

 ア 補欠入居予定者は、その回の募集についてのみ有効とする。 

イ 落選した者への通知は行わない。 

(4) 入居予定者に選考された者の提出書類 

ア 住民票（市町村発行。提出日の 3箇月以内に発行されたもの。） 

家族全員、続柄記載のもの。現在、別の場所に居住している親族（婚姻予定者を含む。）が同居する場合は、双

方の住民票が必要である。 

※ ただし、現在奈良市内に居住している者については住民票の提出は不要。 

イ 所得に関する証明書（提出日の 3箇月以内に発行されたもの。） 

入居予定者及び同居予定者全員分の所得に関する証明書が必要である。 

(ｱ) 生活保護受給者以外の者 

ａ 市県民税課税（又は非課税）証明書（所得額、扶養人数、控除額記載）（全員） 

入居予定者及び同居予定者全員分の最新年度の市県民税課税（又は非課税）証明書（市区町村発行）が必

要である。 
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※ ただし、基準日（令和 6年 1月 1日）時点において奈良市内に住民票登録していた者の提出は不要。

基準日時点で奈良市に転入していない者は、転入前又は現在住民登録をしている市区町村で発行される

最新年度の市県民税課税（又は非課税）証明書が必要である。 

ｂ 雇用契約書及び給与明細の写し（最近就職又は転職した者のみ） 

最近就職した者については上記aのほか、雇用契約書及び給与明細の写しの提出が必要である。 

ｃ 退職証明書（勤務先発行）又は離職票（最近退職又は転職した者のみ） 

令和5年1月1日以降に退職した者については上記ａ、転職した者については上記ａ及びｂのほか、退職

証明書又は離職票が必要である。 

ｄ 収支明細書（最近事業を始めた者のみ） 

最近事業を始めた者については上記ａのほか、収支明細書の提出が必要である。 

(ｲ) 生活保護受給者 

生活保護受給証明書（市町村発行） 

ウ 個人番号提供書（該当者のみ） 

入居予定者又は同居予定者が奈良市外に居住しており、奈良市において住民情報及び所得の状況を調査するこ

とに同意する場合、個人番号提供書が必要である。 

エ 賃貸借契約書の写し 

現在居住している住宅の家賃額と契約者名がわかる書類が必要である。現在、入居予定者及び同居予定者以外

の親族等が所有する住宅に居住している場合は、所有者が入居予定者及び同居予定者以外の親族等であること及

び家屋の所在地番（現住宅と一致すること）が分かる書類が必要である。 

オ 現住所付近の略図及び現住居の間取り図 

現在、入居予定者と別の場所に居住している同居予定者がいる場合は、双方の略図及び間取り図が必要である。 

カ 戸籍謄本（該当者のみ。提出日の 3箇月以内に発行されたもの。） 

配偶者等がいないことを確認するために必要である。入居予定者と別の世帯で住民票を届出している場合は、

親族関係を確認するために必要である。（住民票上同一世帯の場合を除く。） 

キ 同居承諾書（該当者のみ） 

現在、入居予定者と別の場所に居住している同居予定者がいる場合は、同居承諾書が必要である。（様式は問

わないが、双方の自らの署名が必要である。） 

ク 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は精神科の医師等からの診断書等の写し（該当者のみ） 

身体障害者、戦傷病者、重度若しくは中度の知的障害者又はこれと同程度の精神的欠落を有していると判定さ

れた者であることを証明する書類が必要である。 

ケ 婚姻予約証明書（該当者のみ） 

婚姻予定者（募集月の翌月から 3箇月以内に結婚する者）は婚姻予約証明書に必要事項を記入し、自ら署名の

上、提出する。 

  コ 奈良市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等（該当者のみ） 

    奈良市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱（令和5年奈良市告示第 384号）に基づき、パ

ートナーシップの宣誓等を行い、パートナーシップ宣誓登録簿に登録されている者は、その事実が確認できる証

明書又は証明カードを提示し、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓登録状況の照会に関する同意書に必要

事項を記入し、署名の上、提出する。 

サ 在職証明書（該当者のみ。提出日の約 2週間以内に発行されたもの。） 

入居予定者が奈良市以外に居住している場合は、奈良市に勤務場所（常勤）があることを確認するため必要で

ある。 

シ その他の書類 

必要に応じ、上記以外の書類等を求めることがある。 

(5) 入居資格審査 

ア 入居予定者が提出した書類により、入居資格審査を行う。なお、この審査により入居資格がないことが判明

した場合は、失格になり、補欠番号順に補欠入居予定者から入居予定者を選考する。 

イ 入居資格審査に係る書類が期間内に提出されない場合、失格とする。 

(6) 入居決定 
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ア 入居予定者について実態調査を行った上、入居者を決定する。なお、実態調査の結果と入居申込書及び提出

書類の内容が事実と相違していた場合は失格とする。 

イ 入居者は、指定入居日までに住宅敷金（本来家賃の 3箇月分）、駐車場敷金（駐車場使用料の 3箇月分。駐

車場使用申込者のみ。）、入居月の家賃及び共益費（該当する住宅のみ）並びに駐車場使用料（駐車場使用申込

者のみ）を納付する。 

ウ 入居者は、入居者及び連帯保証人の実印を押印した請書等を提出する。提出がない場合は、入居を延期し、

又は入居決定を取り消す場合がある。 

4 その他 

(1) 入居申込書及び提出書類は返却しない。 

(2) 集合住宅については、家賃とは別に月々共益費等の負担が必要である。 

別紙省略 

（令和 7年2月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 48号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 7年2月3日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理 

番号 
路線名 区 間 

変更 

前後別 
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 備考 

1 登美ヶ丘中町線 
学園南一丁目 1068番5地先から 

学園南三丁目 1061番14地先まで 

前 15.1～15.1 24.7 
 

後 78.5～78.5 24.7 

2 中町線 
藤ノ木台二丁目 511番1地先から 

千代ヶ丘三丁目 7番30地先まで 

前 5.0～6.1 45.4 
 

後 6.0～6.1 45.4 

3 南部第62号線 
大安寺七丁目 884番3地先から 

大安寺七丁目 874番3地先まで 

前 4.3～6.1 53.4 
 

後 4.3～5.6 53.4 

4 南部第63号線 
大安寺六丁目 757番1地先から 

大安寺七丁目 752番1地先まで 

前 5.2～5.5 82.0 
 

後 5.2～6.4 82.0 

5 南部第67号線 
大安寺六丁目 823番3地先から 

大安寺六丁目 771番1地先まで 

前 6.0～6.6 19.0 
 

後 6.0～6.6 19.0 

6 南部第77号線 
大安寺一丁目 1234番4地先から 

大安寺一丁目 1233番1地先まで 

前 5.3～5.3 25.9 
 

後 6.3～6.3 25.9 

7 南部第78号線 
大安寺一丁目 1237番1地先から 

大安寺一丁目 1237番1地先まで 

前 6.8～6.8 9.5 
 

後 6.8～7.3 9.5 

8 南部第86号線 
東九条町 559番地先から 

東九条町 503番1地先まで 

前 4.1～5.1 45.2 
 

後 4.1～6.0 45.2 

9 南部第358号線 
藤原町 521番1地先から 

藤原町 531番地先まで 

前 2.0～2.2 31.7 
 

後 2.0～2.6 31.7 

10 北部第317号線 
古市町 1398番3地先から 

出屋敷町 60番地先まで 

前 4.4～6.3 52.5 
 

後 4.5～6.3 52.5 

11 北部第446号線 
北袋町 1番1地先から 

北袋町 24番地先まで 

前 4.6～5.2 53.5 
 

後 4.6～6.3 53.5 

12 北部第492号線 
法蓮町 396番6地先から 

法蓮町 376番地先まで 

前 5.6～5.6 43.6 
 

後 5.6～6.0 43.6 

13 中部第56号線 
秋篠町 1562番2地先から 

山陵町 1085番1地先まで 

前 6.0～9.2 103.4 
 

後 6.3～9.2 103.4 

14 中部第103号線 敷島町一丁目 1073番1地先から 前 7.4～10.5 43.7  



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 7 － 

（令和 7年2月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 49号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 7年2月3日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

  敷島町一丁目 1076番27地先まで 後 7.4～10.5 43.7  

15 中部第106号線 
秋篠町 579番1地先から 

敷島町一丁目 1121番126地先まで 

前 4.1～7.4 67.3 
 

後 4.7～8.2 67.3 

16 中部第115号線 
秋篠町 560番1地先から 

秋篠町 1059番1地先まで 

前 2.5～3.6 56.7 
 

後 2.8～3.6 56.7 

17 中部第147号線 
中山町 145番3地先から 

中山町 143番5地先まで 

前 6.0～6.1 25.5 
 

後 6.0～6.0 25.5 

18 中部第1240号線 
左京一丁目 8番17地先から 

朱雀四丁目 4番地先まで 

前 7.0～37.4 1295.6 
 

後 7.0～37.4 1442.4 

19 中部第410号線 
六条西五丁目 1391番8地先から 

七条西町二丁目 899番5地先まで 

前 5.5～13.7 55.2 
 

後 5.4～6.0 55.2 

20 中部第647号線 
大宮町一丁目 501番地先から 

大宮町一丁目 14番1地先まで 

前 15.7～16.2 91.7 
 

後 15.7～144.0 91.7 

21 中部第678号線 
西大寺赤田町二丁目 970番5地先から 

西大寺赤田町一丁目 974番8地先まで 

前 4.0～10.6 68.0 
 

後 4.0～9.5 68.0 

22 中部第731号線 
菅原町 302番2地先から 

菅原町 317番1地先まで 

前 3.0～4.3 103.4 
 

後 3.7～4.3 103.4 

23 中部第844号線 
宝来町 475番5地先から 

宝来町 474番6地先まで 

前 1.9～4.8 98.0 
 

後 1.9～4.2 98.0 

24 西部第358号線 
あやめ池南八丁目 915番2地先から 

あやめ池南八丁目 915番3地先まで 

前 6.7～8.3 68.0 
 

後 6.7～8.6 68.0 

25 西部第560号線 
学園緑ヶ丘二丁目 3459番14地先から 

学園緑ヶ丘三丁目 5042番1地先まで 

前 6.0～6.1 198.6 
 

後 6.0～6.1 198.6 

26 西部第573号線 
富雄北二丁目 476番地先から 

富雄北二丁目 397番1地先まで 

前 4.1～6.0 64.7 
 

後 4.2～6.1 64.7 

27 西部第642号線 
藤ノ木台二丁目 511番1地先から 

中町 506番19地先まで 

前 8.4～8.5 21.8 
 

後 8.4～8.5 21.8 

整理 

番号 
路線名 区 間 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 備考 

1 登美ヶ丘中町線 
学園南一丁目 1068番5地先から 

学園南三丁目 1061番14地先まで 
78.5～78.5 24.7  

2 中町線  
藤ノ木台二丁目 511番1地先から 

千代ヶ丘三丁目 7番30地先まで 
6.0～6.1 45.4  

3 南部第62号線 
大安寺七丁目 884番3地先から 

大安寺七丁目 874番3地先まで 
4.3～5.6 53.4  

4 南部第63号線 
大安寺六丁目 757番1地先から 

大安寺七丁目 752番1地先まで 
5.2～6.4 82.0  

5 南部第67号線 
大安寺六丁目 823番3地先から 

大安寺六丁目 771番1地先まで 
6.0～6.6 19.0  
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奈良市告示第50号 

6 南部第77号線 
大安寺一丁目 1234番4地先から 

大安寺一丁目 1233番1地先まで 
6.3～6.3 25.9  

7 南部第78号線 
大安寺一丁目 1237番1地先から 

大安寺一丁目 1237番1地先まで 
6.8～7.3 9.5  

8 南部第86号線 
東九条町 559番地先から 

東九条町 503番1地先まで 
4.1～6.0 45.2  

9 南部第358号線 
藤原町 521番1地先から 

藤原町 531番地先まで 
2.0～2.6 31.7  

10 北部第317号線 
古市町 1398番3地先から 

出屋敷町 60番地先まで 
4.5～6.3 52.5  

11 北部第446号線 
北袋町 1番1地先から 

北袋町 24番地先まで 
4.6～6.3 53.5  

12 北部第492号線 
法蓮町 396番6地先から 

法蓮町 376番地先まで 
5.6～6.0 43.6  

13 中部第56号線 
秋篠町 1562番2地先から 

山陵町 1085番1地先まで 
6.3～9.2 103.4  

14 中部第103号線 
敷島町一丁目 1073番1地先から 

敷島町一丁目 1076番27地先まで 
7.4～10.5 43.7  

15 中部第106号線 
秋篠町 579番1地先から 

敷島町一丁目 1121番126地先まで 
4.7～8.2 67.3  

16 中部第115号線 
秋篠町 560番1地先から 

秋篠町 1059番1地先まで 
2.8～3.6 56.7  

17 中部第147号線 
中山町 145番3地先から 

中山町 143番5地先まで 
6.0～6.0 25.5  

18 中部第1240号線 
左京一丁目 8番17地先から 

朱雀四丁目 4番地先まで 
7.0～37.4 1442.4  

19 中部第410号線 
六条西五丁目 1391番8地先から 

七条西町二丁目 899番5地先まで 
5.4～6.0 55.2  

20 中部第647号線 
大宮町一丁目 501番地先から 

大宮町一丁目 14番1地先まで 
15.7～144.0 91.7  

21 中部第678号線 
西大寺赤田町二丁目 970番5地先から 

西大寺赤田町一丁目 974番8地先まで 
4.0～9.5 68.0  

22 中部第731号線 
菅原町 302番2地先から 

菅原町 317番1地先まで 
3.7～4.3 103.4  

23 中部第844号線 
宝来町 475番5地先から 

宝来町 474番6地先まで 
1.9～4.2 98.0  

24 西部第358号線 
あやめ池南八丁目 915番2地先から 

あやめ池南八丁目 915番3地先まで 
6.7～8.6 68.0  

25 西部第560号線 
学園緑ヶ丘二丁目 3459番14地先から 

学園緑ヶ丘三丁目 5042番1地先まで 
6.0～6.1 198.6  

26 西部第573号線 
富雄北二丁目 476番地先から 

富雄北二丁目 397番1地先まで 
4.2～6.1 64.7  

27 西部第642号線 
藤ノ木台二丁目 511番1地先から 

中町 506番19地先まで 
8.4～8.5 21.8  
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奈良市観光案内所規則（平成 21年奈良市規則第60号）第6条第2項の規定により、次のとおり観光案内所の開所

時間を変更します。 

令和 7年2月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和 7年2月3日掲示済） 

 

奈良市告示第51号は、欠番 

 

奈良市告示第 52号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により嵩自治会から告示した事項の変更の届出

があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 7年2月5日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 7年 1月 1日 

（令和 7年2月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 53号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第1項の規定により告示する。 

 令和 7年2月5日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 7年1月29日 

3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

施 設 名 期 間 開所時間 

奈良市総合観光案内所 令和7年2月8日、9日、11日 午前9時から午後 9時まで 

奈良市近鉄奈良駅観光案内所 令和7年2月8日、9日、11日 午前9時から午後 9時まで 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

田中 克尚 

奈良市月ヶ瀬嵩 272番地 

藤森 秀一 

奈良市月ヶ瀬嵩 36番地の 4 
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 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 7年2月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 54号 

農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号）第 19条第 1項に規定する地域計画を次のとおり定めたので、

同条第 8項の規定に基づき下記のとおり公告する。 

 令和 7年2月6日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 地域計画の区域 

上深川地区 北村地区 

2 地域計画の内容 

別紙のとおり 

別紙省略 

（令和 7年2月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 55号 

介護保険法（平成 9年法律第123号）第41条第1項及び第 53条第1項の規定により、指定居宅サービス事業者及

び指定介護予防サービス事業者を指定したので、同法第 78条第 1号及び第 115条の 10第 1号の規定により公示す

る。 

令和 7年2月6日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和7年2月1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2970190902 訪問介護 株式会社和 

奈良県奈良市佐

紀町 2412 番地の

1アイリスハイツ

2号館1階 

ヘルパーステー

ションなごみ 

奈良県奈良市佐

紀町 2412 番地の

1アイリスハイツ

2号館1階 

2960199350 
(介護予防)

訪問看護 
株式会社PLAYZ 

奈良県生駒市東

山町433番地5 

訪問看護ステー

ションのるん 

奈良県奈良市押

熊町 1296 番地の

2 

（令和 7年2月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 56号 

令和 7年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について、縦覧の場所及び縦覧の期間等を、地方

税法（昭和 25年法律第226号）第 416条第3項及び奈良市税条例（昭和 46年奈良市条例第 12号）第85条第2項の

規定により公示する。 

令和 7年2月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 縦覧の場所 

奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

奈良市役所 総務部 資産税課 

2 縦覧の期間 

令和 7年4月1日から同月30日まで（土曜日、日曜日及び休日は除く。） 

3 縦覧の時間 
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午前 9時から午後5時まで 

（令和 7年2月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 57号 

令和 6年奈良市告示第187号（予防接種の実施）の全部を次のように改正する。 

令和 7年2月7日  

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 予防接種の種類､ 予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所  

予防接種の種類  予防接種の対象者の範囲  予防接種を行う期間  予防接種を行う場所  

ジフテリア･百日せき･ポ

リオ･破傷風･ヒブ感染症 

（5種混合）、ジフテリア･

百日せき･ポリオ･破傷風 

（4種混合）、ジフテリア･

百日せき･破傷風（3種混

合) 

生後 2 か月から生後 90 か

月に至るまでの間にある者  

令和6年4月1日から 

令和7年3月31日まで  

別紙 1のとおり 

ヒブ感染症 生後 2 か月から生後 60 か

月に至るまでの間にある者 

ポリオ 生後 2 か月から生後 90 か

月に至るまでの間にある者 

ジフテリア･破傷風（二種

混合） 

11歳以上13歳未満の者 

麻しん･風しん（MR）､麻し

んまたは風しん 

1 生後12か月から生後24

か月に至るまでの間にあ

る者  

2 5歳以上7歳未満の者で

あって、小学校就学の始

期に達する日の 1年前の

日から当該始期に達する

日の前日までの間にある

者 

3 昭和 37年 4月 2日から

昭和 54 年 4 月 1 日まで

に生まれた男性 

厚生労働省ホームペー

ジによる  

日本脳炎 1 生後 6 か月から生後 90

か月に至るまでの間にあ

る者 

2 9歳以上13歳未満の者 

＜特例＞ 

･ 平成 7年 4月 2日から平

成 19 年 4 月 1 日に生ま

れた20歳未満の者 

別紙 1のとおり  

結核 (BCG)  1 歳に至るまでの間にある

者  

小児肺炎球菌感染症  生後 2 か月から生後 60 か

月に至るまでの間にある者  

ヒトパピローマウイルス 12 歳となる日の属する年   
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感染症 度の初日から 16 歳となる

日の属する年度の末日まで

の間にある女子  

＜キャッチアップ接種＞平

成9年4月2日から平成20

年4月1日生まれの女子で、

3 回接種が完了していない

者 

  

水痘  生後 12か月から生後 36か

月に至るまでの間にある者  

B型肝炎 1 歳に至るまでの間にある

者  

ロタウイルス感染症 <経口弱毒性ヒトロタウイ

ルスワクチン>出生6週0日

後から出生 24 週 0 日後ま

での間にある者 

<五価経口弱毒性ロタウイ

ルスワクチン>出生6週0日

後から出生 32 週 0 日後ま

での間にある者 

成人用肺炎球菌感染症  65歳の者及び 60歳以上 65

歳未満の者であって心臓､ 

腎臓若しくは呼吸器の機能

の障害を有するものとして

厚生労働省令で定める者  

別紙 2のとおり 

2 接種不適当者  

(1) 明らかな発熱 (37.5度以上) を呈している者  

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者  

(3) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって､ アナフィラキシー (即時型アレルギーのなかで最も迅速

な過敏反応) を呈したことが明らかな者  

(4) 麻しん及び風しんの予防接種の対象者にあっては､ 妊娠していることが明らかな者  

(5) 風しん予防接種の対象者3にあっては､ 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防

接種を行う必要がないと認められるもの及び風しんに係る抗体検査を受けた結果､ 十分な量の風しんの抗体が

あることが判明し､ 定期の予防接種を行う必要がないと認められる者 

(6) BCG接種の対象者にあっては､ 結核その他の疾病の予防接種､ 外傷等によるケロイドの認められる者  

(7) B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては､ HBs抗原陽性の者の胎内または産道において B型肝炎ウイルス

に感染したおそれのある者であって､ 抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降 B型肝炎ワクチンの

投与を受けたことのある者  

(8) ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性

消化管障害を有する者（その治療が完了したものを除く。）、重症複合免疫不全症の所見が認められる者 

(9) 肺炎球菌感染症 (高齢者がかかるものに限る｡ ) に係る予防接種の対象者にあっては､ 当該疾病にかかる法

第5条第1項の規定による予防接種を受けたことのある者 

(10)前各号に掲げる者のほか､ 予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

3 接種要注意者  

(1) 心臓血管系疾患､ 腎臓疾患､ 肝臓疾患､ 血液疾患､ 発育障害等の基礎疾患を有する者  

(2) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある

者  
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(3) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者  

(4) 過去にけいれんの既往のある者  

(5) 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者  

(6) BCGについては､ 過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者  

(7) ロタウイルス感染症に係る予防接種対象者については､ 活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者 

4 料金  

(1) 成人用肺炎球菌感染症予防接種については､ 自己負担金 3,000円  

(2) それ以外の予防接種については､ 無料  

(3) 接種当日に､ 奈良市に住民登録がない者や予防接種の対象者の範囲に含まれない者は有料 (全額負担)  

5 長期療養者 

長期にわたり療養を必要とする疾病で､ 厚生労働省令で定めるものにかかったこと､ その他の厚生労働省令で定

める特別の事情があることにより、ロタウイルス感染症を除く当該特定疾病に係る予防接種法 (昭和23年法律第68

号) 第 5 条第 1 項に規定する予防接種を受けることができなくなったと認められる者については､ 当該特別の事情

がなくなった日から起算して 2 年､ 成人用肺炎球菌感染症については 1 年を経過する日までの間 (厚生労働省令で

定める特定疾病にあっては､ 厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、 当該特定疾病に係

る同項の政令で定める者とすること｡ (予防接種法施行令（昭和 23 年政令第197 号）第3条第2項関係)  

6 その他 

不明な点については､ 健康医療部健康増進課に問い合わせること｡ 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 14 － 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 15 － 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 16 － 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 17 － 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 18 － 

 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 19 － 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 20 － 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 21 － 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 22 － 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 23 － 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 24 － 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 25 － 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 26 － 

 



令和 7 年 3 月 3 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 139 号 

－ 27 － 

（令和 7年2月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 58号 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 7年2月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 6年10月3日 奈良市指令整開 第24A-26号 

令和 7年1月15日 奈良市指令整開 第24A-26-1号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

 開発行為 令和7年2月7日 第1928号 

 公共施設 令和7年2月7日 第976号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市法華寺町 394番及び395番（水路含む。） 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

奈良県奈良市法華寺町 404番地 

福井 宣秋 

5 公共施設の種類、位置及び区域 

（1）調整池 

奈良市法華寺町394番の一部及び 395番の一部 

（令和 7年2月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 59号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 7年2月10日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 6年10月16日 奈良市指令整開 第24A-28号 

令和 6年12月6日 奈良市指令整開 第24A-28-1号 

令和 7年1月30日 奈良市指令整開 第24A-28-2号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和7年2月10日 第1929号 

公共施設 令和7年2月10日 第979号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市法蓮町 154番1及び154番2の各一部 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 奈良市法蓮町 1152番地 

 川口 幹夫、川口 伸子 

5 公共施設の種類、位置及び区域 

（1）調整池 

  奈良市法蓮町154番1及び154番2の各一部 

（令和 7年2月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 60号 
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 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第 3条の規定により、次のとおり、住居番号を設定

したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和 7年2月12日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

住居番号をつけた建造物の表示 

帝塚山五丁目 7番9号 菅原東二丁目27番15号 平松一丁目2番32号 

西登美ヶ丘八丁目 17番8号 西大寺小坊町1番3号  

秋篠三和町一丁目 5番18号 六条西五丁目15番19-2号  

菅原東二丁目 23番1号 二条町二丁目4番19-室番号  

三条添川町 1番34-1号 藤ノ木台一丁目8番13号  

あやめ池南一丁目 5番23号 西登美ヶ丘七丁目11番7-2号  

あやめ池南一丁目 5番24号 学園南二丁目12番9-2号  

三碓一丁目 2番11号 東登美ヶ丘五丁目2番2号  

大安寺一丁目 16番2-1号 四条大路三丁目2番55-4号  

秋篠三和町一丁目 16番48号 大安寺一丁目16番2-3号  

疋田町二丁目 3番42号 西登美ヶ丘四丁目18番4号  

大安寺五丁目 13番16号 帝塚山三丁目6番22号  

西大寺野神町二丁目 2番7号 四条大路五丁目1番11号  

東紀寺町三丁目 5番5号 菅原東二丁目23番29号  

秋篠早月町 4番12号 あやめ池南四丁目4番6号  

秋篠早月町 4番18号 あやめ池北一丁目9番17号  

秋篠早月町 4番19号 宝来三丁目7番8-2号  

五条西一丁目 18番1号 富雄北二丁目2番31号  

大安寺七丁目 26番14号 三条桧町13番7-2号  

（令和 7年2月12日掲示済） 

 

奈良市告示第 61号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第3条第3項の規定により、次のとおり住居番号を

変更したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和 7年2月12日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更する住居番号 

 住居番号を変更した建造物の表示 

変更前 六条一丁目 29番10号  

変更後 六条一丁目 29番8号 

（令和 7年2月12日掲示済） 

 

奈良市告示第 62号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第 10条第 3項の規定により利用者又は

所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭

和59年奈良市規則第35号）第5条の規定により告示する。 

 令和 7年2月12日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 処分の根拠 

移動日から 60日経過したにもかかわらず、引取りがないため。 

2 処分対象自転車等の保管場所 

奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 
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3 処分年月日 

令和 7年2月26日 

4 処分対象自転車等の移動年月日 

令和 6年5月1日、同月8日、同月 15日、同月22日及び同月 29日 

（令和 7年2月12日掲示済） 

 

奈良市告示第 63号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第 29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第 51条第1号の規定に基づき告示する。 

令和 7年2月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和7年2月1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス

種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910104492 

株式会社

メディカ

ルケア飛

鳥 

630-0123 

奈良県生駒市

真弓南一丁目

12-6 

グループ

ホーム優 
631-0015 

奈良県奈良市

学園朝日元町

一丁目507番

地の6 

短期入所 
令和13年 

1月31日 

2910104500 
株式会社

てまり 
630-8325 

奈良県奈良市

西木 町121

番地2朝日プ

ラザ奈良プレ

シオ201号室 

ポテンシ

ャル 
630-8013 

奈良県奈良市

三条大路1-

10-10第3タ

カハシビル2F 

就労継続

支援A

型、就労

継続支援

B型 

令和13年 

1月31日 

2920100779 

株式会社

メディカ

ルケア飛

鳥 

630-0123 

奈良県生駒市

真弓南一丁目

12-6 

グループ

ホーム優 
631-0015 

奈良県奈良市

学園朝日元町

一丁目507番

地の6 

共同生活

援助 

令和13年 

1月31日 

（令和 7年2月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 64号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第 29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を指定（更新）したので、同法第 51条第1号の規定に基づき告示する。 

令和 7年2月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定更新年月日 令和7年2月1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910102934 
有限会社

MYP食品 
630-8115 

奈良県奈良市

大宮町六丁目

6番地の11ウ

インズビル2F 

MYP食品

作業所 
630-8115 

奈良県奈良市

大宮町六丁目

6番地の11ウ

インズビル

1F・2F 

就労継続

支援B型 

令和13年 

1月31日 

2910102942 
株式会社

結加 
630-8444 

奈良県奈良市

今市町361番

地の6 

デイサー

ビスゆう

か 

630-8444 

奈良県奈良市

今市町361番

地の6 

生活介護 
令和13年 

1月31日 

2910102959 
社会福祉

法人青葉 

 

630-2152 

奈良県奈良市

杣ノ川町50 

南紀寺自

立生活援 

 

630-8303 

奈良県奈良市

南紀寺町四丁 

 

自立生活 

 

令和13年 
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 仁会  番地の1 助センタ

ー 

 目133番地6 援助 1月31日 

2910102967 

株式会社

ライフイ

ノベーシ

ョン 

630-8452 

奈良県奈良市

北之庄西町二

丁目8-13 

ライフイ

ノベーシ

ョン油阪

事業所 

630-8247 

奈良県奈良市

油阪町446-

17 

就労継続

支援B型 

令和13年 

1月31日 

2920100217 

社会福祉

法人ぷろ

ぼの 

630-8115 

奈良県奈良市

大宮町三丁目

5-39第3や

まと建設ビル

201号 

GHぷろ

ぼの 
630-8357 

奈良県奈良市

杉ヶ町35さ

やか杉ヶ町マ

ンション301

号 

共同生活

援助 

令和13年 

1月31日 

（令和 7年2月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 65号 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 21条の 5の 3第 1項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定（更

新）したので、同法第 21条の5の25第1号の規定に基づき告示する。 

令和 7年2月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定更新年月日 令和7年2月1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス

種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2950161071 
合同会社

mugi 
631-0016 

奈良県奈良市

学園朝日町9

番1号 

むぎわら

ぼうし 
631-0016 

奈良県奈良市

学園朝日町9

番1号 

児童発達

支援、放

課後等デ

イサービ

ス 

令和13年 

1月31日 

（令和 7年2月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 66号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第 29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を廃止したので、同法第 51条第2号の規定に基づき告示する。 

令和 7年2月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和7年1月31日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910104112 
一般社団

法人優 
631-0015 

奈良県奈良市学

園朝日元町一丁

目507番地の6 

介護ステー

ション優、

マザーhome 

631-0015 

奈良県奈良市学

園朝日元町一丁

目507番地の6 

居宅介護、

重度訪問介

護、行動援

護、短期入

所 

2920100373 
株式会社

ピース 
639-1013 

奈良県大和郡山

市朝日町6 番3

号 

グループホ

ームホープ 
630-8441 

奈良県奈良市神

殿町605番地の

12 

共同生活援

助 

2920100548 
一般社団

法人優 
631-0015 

奈良県奈良市

学園朝日元町

一丁目507番 

マザーhome 631-0015 

奈良県奈良市

学園朝日元町

一丁目 507番 

共同生活援

助 
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   地の6   地の 6  

（令和 7年2月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 67号 

 国税徴収法（昭和 34年法律第 147号）第54条の規定に基づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべ

き者の住所等が不明のため送達することができないので、地方税法（昭和 25年法律第226号）第 20条の2第1項の

規定により、次のとおり公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付する。 

 令和 7年2月13日 

          奈良市長 仲 川 元 庸  

1 送達をすべき文書 

 差押調書（謄本） 

2 送達を受けるべき者 

 省略 

（令和 7年2月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 68号 

 令和 6年度軽自動車税（種別割）納税通知書を郵送しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 20条の 2及び奈良市税条例（昭和 46年奈良市

条例第 12号）第6条の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は総務部市民税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつ

でも交付します。 

 令和 7年2月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 送達をすべき文書 

令和 6年度軽自動車税（種別割）納税通知書 

2 送達をすべき文書の発送年月日 

 令和 6年5月10日 

3 送達を受けるべき者 

 別紙に記載 

 別紙省略 

（令和 7年2月13日掲示済） 

 

監   査 

奈良市監査委員告示第 1号 

地方自治法（昭和22年法律第 67号）第199条第14項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知

があったので、次のとおり公表します。 

令和7年2月3日 

                              奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       寺 川   拓  

同       道 端 孝 治  

同       中 西 𠮷日出  

長寿福祉課 

監査結果公表日 令和5年12月28日（奈良市監査委員告示第 20号） 

措置結果通知日 令和7年1月 10日 
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[監査の結果] [措置の内容] 

奈良市老人福祉センターの管理については、指定管

理者制度が導入されており、基本協定書において、指

定管理料で購入した物品の所有権は市に帰属するも

のとされていたが、所管課は指定管理者が購入した物

品の確認を行っていなかった。  

このため状況を確認したところ、備品台帳への登録

が必要な物品について、登録漏れの事例が複数のセン

ターにおいて見受けられた。  

登録が漏れていた備品について速やかに現物を確

認し、備品台帳への登録を行った上で、市の財産とし

て適切に管理されたい。 

奈良市老人福祉センターにおける指定管理料で購

入した備品について、各老人福祉センターから報告を

受け、現物を確認した上で、令和 6年度に全ての備品

について備品台帳への登録を行いました。 

今後、新たに購入する備品についても漏れなく登録

を行うとともに、これら備品について市の財産として

適切に管理して参ります。 

住宅課 

監査結果公表日  令和6年12月27日（奈良市監査委員告示第 18号） 

措置結果通知日  令和7年1月20日 

[監査の結果] [措置の内容] 

職員の旅費に関する書類を査閲したところ、職員 2

人の市外旅費について、支払が行われていなかった。 

旅費については、定期的に財務会計システム（旅行

件名選択ダイアログ）を利用して支払状況の確認を行

うなど、支払漏れのないよう徹底されたい。 

監査の指摘を受け、令和 6年 12月 5日に当該職員

の旅費について、支払を行いました。 

また、旅費の支払状況について財務会計システムに

より確認することを課内で周知し、再発防止を図りま

した。 

（令和 7年2月3日掲示済） 

 

奈良市監査委員告示第 2号 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第242条第1項の規定に基づく住民監査請求に係る監査結果を、同条第5項

の規定により通知したので、次のとおり公表します。 

令和 7年2月14日 

奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       寺 川   拓  

同       道 端 孝 治  

同       中 西 𠮷日出  

奈 監 第 1 3 4 号 

令和 7 年 2 月 13 日 

請求人住所・氏名省略 

                         奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       寺 川   拓  

同       道 端 孝 治  

 同       中 西 𠮷日出  

 

奈良市職員措置請求の監査結果について（通知） 

令和 6年12月13日に提出のあった、奈良市職員措置請求（以下「本件住民監査請求」という。)に係る監査の結

果について、地方自治法（昭和 22年法律第67号。以下「法」という。）第 242条第5項の規定により次のとおり通

知します。 

第1 請求の受付 

1 請求の要旨 

請求人が請求している要旨は、次のとおりである。なお、内容については、原則として提出書面を原文のまま記 

載している。 
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奈良市職員措置請求書 

1 請求の要旨 

令和6年9月6日に提出した行政文書開示請求について総務課情報公開係より同年9月9日に受付した旨の

通知が届いた。その後、9月 24日付けで期限延期通知が届いたが、その内容が間違っており総務課にも文書の

内容を確認してもらうよう土木管理課長補佐に電話した。そして 9 月 30 日付けの郵便が届いたが、まだ訂正

されていなかったので一度総務課に私に届いた文書を確認して貰うよう土木管理課長補佐に電話で連絡した。

そこで 10 月 7 日に発送された郵便が届いたが未だ間違ったままであったので土木管理課長補佐に総務課に一

から文書を確認して貰うよう連絡した。10月 15日に発送された郵便が届き、やっと訂正されたものだが、届

いた通知書を見ると9月24日付けとなっていた。 

私が提出した行政文書開示請求書は令和6年9月6日付けであるのに上述のように奈良市から届いた通知で

は令和 5年 5月 19日と訳の分からない日付であり、更に 10月 15日に発送された郵便では通知書発出日が 9

月24日付となっている等日付管理及び文書管理があまりにも杜撰である。 

上記 3回（9月 24日発、9月 30日発、10月 7日発）の郵便代金は不適正な支出であるので担当者並びに土

木管理課長及び総務課長に支払わせるよう措置を請求します。郵便切手も市民の税金からの支出であり安直に

発送しなおせば良いものではなく最善の注意を払い市の行政を掌る義務が職員にはあるはずである。 

併せて過去にもこのような郵便代金が無駄となった事例があるかどうかを郵便料金の受払簿が存続してい

る範囲で土木管理課と総務課について監査し、複数回同一人物に同一内容で郵送しているものがあれば当該職

員に支払わせるよう措置を請求します。 

2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由 

 本件は杜撰な体制及び対応についての監査請求であるので、外部の方に検証していただきたく個別外部監査

を望む 

2 事実証明書 

(1) 令和6年9月9日発の総務課からの文書と郵便封筒の写し 

 (2) 令和6年9月24日発の土木管理課からの文書と郵便封筒の写し 

 (3) 令和6年9月30日発の土木管理課からの文書と郵便封筒の写し 

(4) 令和6年10月7日発の土木管理課からの文書と郵便封筒の写し 

  (5) 令和6年10月15日発の土木管理課からの文書と郵便封筒の写し 

3 請求の受理 

本件住民監査請求は、令和6年12月19日に要件審査を行った結果、法第 242条第1項の規定による要件を満た

しているものと認め、これを受理した。 

第2 監査の実施 

1 監査対象事項 

本件住民監査請求の請求人が令和 6年9月6日に提出し、同月 9日に市が受け付けた行政文書開示請求に係る行

政文書開示決定等期間延長通知に要した郵便代金が、違法又は不当な公金の支出であるか否かを監査対象事項とし

た。 

なお、過去における郵便代金において、違法又は不当な公金の支出に当たる点があったか否かについては、請求

内容が個別的、具体的に特定されていないため、監査対象事項とはしなかった。 

2 監査対象部局 

建設部土木管理課、総務部総務課 

3 請求人による証拠の提出及び陳述 

本件住民監査請求については、請求人から、法第 242条第7項の規定による陳述を行わない旨の申出があったた

め、陳述の聴取を行わなかった。また、請求人から新たな証拠の提出はなかった。 

4 関係職員の陳述 

令和7年1月17日に建設部及び総務部の関係職員に対し、陳述の聴取を行った。 

第3 個別外部監査契約に基づく監査の請求について 

請求人は、杜撰な体制及び対応についての監査請求であるので、外部の方の検証を求めたいとし、個別外部監査契

約に基づく監査を求めているので、これについて判断する。 

監査委員は、常に公正不偏の態度を保持して監査を行う義務があり、請求人の主張する理由をもって本件住民監査
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請求の監査が公正に行えないと認めることはできないため、個別外部監査契約に基づく監査を行わないものと決定し

た。 

第4 監査の結果 

1 主文 

 本件住民監査請求を棄却する。 

2 事実関係 

(1) 本件住民監査請求に係る主な経緯について 

 日 付 内 容 郵便代金 

① 令和6年9月9日 行政文書開示請求書を受付  

② 令和6年9月24日 行政文書開示決定等期間延長通知書を郵送 84円 

③ 令和6年9月30日 
開示請求者から内容の誤りについて指摘を受け、修正

した行政文書開示決定等期間延長通知書を郵送 
84円 

④ 令和6年10月7日 
開示請求者から内容の誤りについて指摘を受け、修正

した行政文書開示決定等期間延長通知書を郵送 
110円 

⑤ 令和6年10月15日 
開示請求者から内容の誤りについて指摘を受け、修正

した行政文書開示決定等期間延長通知書を郵送 
110円 

  ※通知書の通知日について、③は 9月30日、④及び⑤は②と同日の 9月24日付け 

  ※令和6年10月1日から郵便代金改正 

(2) 誤り内容について 

  (1)②における行政文書開示決定等期間延長通知書（以下「当初通知」という。）の誤り内容については、提

出日の記載誤り、文字の欠落及び誤りであった。開示請求者からの指摘は、誤りがあるという事実のみであり、

誤り内容についての言及はなかった。また、開示請求者から、誤りがあるため受け取ることができない申出が

あった。 

(3) 行政文書開示決定等期間延長通知について 

  行政文書の開示請求があった場合、開示請求があった日から 15 日以内に開示決定等を行わなければならな

いが、事務処理上の困難その他正当な理由があると認めるときは、45 日以内に限り延長することができ、こ

の場合、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならないことが、奈良

市情報公開条例（平成19年奈良市条例第45号）第12条に規定されている。 

【奈良市情報公開条例（抜粋）】 

（開示決定等の期限） 

第 12条 前条第 1項及び第 2項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日から起算

して15日以内にしなければならない。ただし、第 6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、

当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定

する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、

遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

(4) 当初通知の効力について 

  当初通知の誤り内容によって、通知の効力に影響はないとの考え方が総務課から示された。 

(5) 再通知の際の通知日について 

当初通知に誤りがあった場合の手続を記したマニュアルはないが、本件住民監査請求の事案において再通知

する場合の通知日については、実際に再通知した日ではなく、当初に通知した日のまま施行する考え方が総務

課から示された。 

3 監査委員の判断 

請求人は、内容の誤った行政文書開示決定等期間延長通知の確認を怠り何度も郵送する杜撰な対応について、3

回の郵送に要した郵便代金は不適正な支出であるという趣旨の主張をしているので、このことについて判断する。 

 本件住民監査請求は、事実関係(1)及び(2)のとおり、当初通知の内容に誤りがあったことに起因し、開示請求

者からの指摘を受け修正はしたが、全ての修正に至るまでに 3回の回数を要した事案である。このことは、誤り
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内容について開示請求者から具体的に示されていなかったとは言うものの、所管課の注意力が十分でなかったこ

とによるものであり、今後再発防止が求められるところである。 

一方、誤りがあったことによって通知の効力に影響があったかについては、事実関係(3)及び(4)のとおり、開

示決定等の期限を延長する場合、開示請求者に対し書面により通知しなければならないこととして、延長後の期

間及び延長の理由が定められているが、今回の誤り内容は、通知すべき内容の根幹に関わるものではなく、当初

通知においても効力があったものと言える。また、行政文書開示決定等期間延長通知書の項目にある「行政文書

の件名」等の情報から、事実関係(1)①に関する通知文書であるとの特定ができ、他の文書と混同されるおそれ

もないと考えられることから、そもそも再通知自体が本来必須のものではなかったものと考える。 

誤りのない文書施行の必要性は言うまでもないことではあるものの、今回再通知を発出したのは、所管課が開

示請求者からの申出に応じたことによるものであり、その結果郵便代金を要したとしても、それは通知文書の内

容を開示請求者へ正確に伝えるための対応としての結果であるため、それ自体が不適正な支出で市に損害を与え

ていると言うことはできないものと判断する。 

よって、本件住民監査請求の請求人の主張には理由がないため、主文のとおり決定する。 

（令和 7年2月14日掲示済） 

 

公 営 企 業    

奈良市企業局告示第 4号 

 奈良市排水設備指定工事店の指定をしたので、奈良市排水設備指定工事店等に関する規程（平成 26 年奈良市企業

局管理規程第 4号）第10条の規定により、次のとおり公示する。 

 令和 7年2月3日 

    奈良市公営企業管理者 増 田   聡  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

エクステリア川口 川口 明 奈良市大安寺町 544番地の12 令和 7年1月27日 

（令和 7年2月3日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 5号 

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和 33年法律第79号）第 9条の規定に基づき次の

とおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和 7年2月3日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に供

する。 

 令和 7年2月3日 

奈良市公営企業管理者 増 田   聡  

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 

令和 7年2月17日 

下水を排除及び下水を処理すべき区域 
排水施設

の位置 

排水施設の合流式

又は分流式の別 
終末処理場の位置及び名称 

中山町西二丁目877-4他 ①  分流 

大和郡山市額田部南町 160 

奈良県浄化センター 

東九条町660-1の一部他 ②  分流 

南京終町四丁目234-11 ③  分流 

大宮町四丁目270-7他 ④  分流 

北永井町350-1 ⑤  分流 

法蓮町572-1 ⑥  分流 

疋田町二丁目681-4 ⑦  分流 

恋の窪一丁目270-1他 ⑧  分流 

北之庄町487-3 ⑨  分流 

位置図省略 
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（令和 7年2月3日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 6号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7号）第 7条の規定により奈良市

企業局指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、同規程第 10 条の規定により次

のとおり公示する。 

 令和 7年2月4日 

    奈良市公営企業管理者 増 田   聡  

名  称 代表者氏名 所 在 地 届 出 日 

東尾建設 東尾 善弘 奈良市矢田原町 1124番地 令和 7年1月31日 

（令和 7年2月4日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 7号 

 奈良市流域関連公共下水道の事業計画を変更するにあたり、下水道法施行令（昭和 34年政令第 147号）第 3条の

規定に基づき次のとおり告示する。 

その関係図書は、令和 7年2月 5日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課に備え置いて縦覧に供する。 

 令和 7年2月5日 

奈良市公営企業管理者 増 田   聡  

1 予定処理区域 

 6,181.83ha 

2 工事着手の年月日 

 昭和 26年5月25日 

3 工事完成の予定年月日 

 令和 14年3月31日 

（令和 7年2月5日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 8号 

 奈良市特定環境保全公共下水道（月ヶ瀬処理区）の事業計画を変更するにあたり、下水道法施行令（昭和 34 年政

令第147号）第3条の規定に基づき次のとおり告示する。 

その関係図書は、令和 7年2月 5日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課に備え置いて縦覧に供する。 

 令和 7年2月5日 

奈良市公営企業管理者 増 田   聡  

1 予定処理区域 

 67.7ha 

2 工事着手の年月日 

 平成 2年2月22日 

3 工事完成の予定年月日 

 令和 14年3月31日 

（令和 7年2月5日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 9号 

 奈良市排水設備指定工事店の指定をしたので、奈良市排水設備指定工事店等に関する規程（平成 26 年奈良市企業

局管理規程第 4号）第10条の規定により、次のとおり公示する。 

 令和 7年2月13日 

    奈良市公営企業管理者 増 田   聡  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 
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（令和 7年2月13日掲示済） 

 

教 育 委 員 会     

奈良市教育委員会告示第 2号 

令和 7年 2月定例教育委員会を次のとおり開催しますので、奈良市教育委員会会議規則（昭和 57年奈良市教育委

員会規則第 12号）第3条第2項の規定により告示します。 

令和 7年2月13日 

                            奈良市教育委員会      

                             教育長 北 谷 雅 人  

1 日 時 

令和 7年2月18日（火） 午前 10時00分から 

2 場 所 

奈良市役所 中央棟地下1階 B1会議室 

3 会議に付すべき事案 

教育長報告 

教育長報告（1）令和6年度 3月補正予算要求額について 

教育長報告（2）令和7年度予算要求額について 

議案 

議案第36号 奈良市特別支援教育就学奨励費支給規則の一部改正について 

議案第37号 令和7年度奈良市立学校の教材使用の承認について 

議案第38号 「第二次奈良市子ども読書活動推進計画」の策定について 

その他報告事項 

その他報告事項（1）奈良市立小学校におけるいじめ事象について 

 傍聴受付は、開催日の午前 9時 00分から午前9時50分まで、教育政策課にて行います。定員は 5名で、定員にな

り次第締切させていただきます。 

（令和 7年2月13日掲示済） 

 

選 挙 管 理 委 員 会 

奈良市選挙管理委員会告示第 1号 

 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第22条第1項の規定により、令和 7年3月1日現在において本市の選挙人

名簿に登録される資格を有する者の登録日を令和 7年3月3日とします。 

令和 7年2月13日 

奈良市選挙管理委員会    

 委員長 植 田   茂  

（令和 7年2月13日掲示済） 

 

農 業 委 員 会 

奈良市農業委員会告示第 2号 

奈良市農業委員会令和 7年2月農業委員会総会の会議を次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議規

則（昭和32年奈良市農業委員会告示第 3号）第2条第1項の規定により告示します。 

令和 7年2月7日 

奈良市農業委員会長 巽   一 孝  

1 日時 

令和 7年2月14日（金） 午後 1時30分 
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2 場所 

奈良市二条大路南一丁目 1番1号 奈良市役所 北棟2階 202会議室 

3 審議案件  

・法令等に基づく事務関係 

（1）農地法（昭和27年法律第229号）第3条、第4条及び第 5条に関する許可申請及び届出について 

（2）農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25年法律第 101号）に基づく農用地利用集積等促進計画につい

て 

（3）農地法施行規則（昭和27年農林省令第 79号）第29条第1号に該当する転用の届出について 

（4）農地法第6条第1項の規定による農地所有適格法人の要件確認について 

（5）水田利用転換届出について 

（6）生産緑地法（昭和49年法律第 68号）第13条の規定による生産緑地の取得のあっせんについて 

（7）地籍調査に伴う変更について 

（8）特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律（平成元年法律第 58号）第3条第 3項の規定による特

定農地貸付けの承認について 

（9）知事許可について 

（令和 7年2月7日掲示済） 


